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8．更改時の注意点（オーソリ省略）

①更改時オーソリ省略の利用条件を確認
（1） 満期となる契約が「カード支払型自動車保険」であること
（2） 満期となる契約で利用していた「LEXUS CARD」を継続契約でも 引き続き利用すること
（3） 継続契約の始期前月末日までに自動車保険申込書の計上が完了すること

カード支払型自動車保険更改手続きの際、下記条件の場合はオーソリ省略可能
※新規契約・中途更改手続きの場合は再度カード登録しオーソリ取得実施

②申込書作成時に「カード支払型オーソリ省略」にチェックを入れる

②

①

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

申込書2枚目にオーソリ省略の
文言の記載があり、カード登録
用のQRコードが印字されてい

なければOK！

カード支払型オーソリ省略



9．無事故祝い金 ～お支払い条件～

①保険期間が満了し、かつ、保険料の全額を払い込んでいただいていること
②保険期間中、下記特約以外の事故がないこと

無事故祝い金のお支払い条件

■下記特約に係る事故については、事故件数に含めず、無事故祝い金をお支払いします

対歩行者等傷害特約、犯罪被害事故特約、入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約、
地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約、 ロードサービス費用特約、代車補償拡張特約、車内外身の回り品特約、
日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約、ファミリーバイク(人身傷害型)特約、ファミリーバイク(自損・無保険車傷害
型)特約、弁護士費用（自動車事故型）特約、弁護士費用（自動車・日常生活事故型）特約、
弁護士費用（自動車・自転車事故型）特約、自転車賠償特約、企業・団体見舞費用特約、事業用積載動産特約、
運送業者受託貨物賠償特約

●「無事故祝い金」…「無事故返戻金付長期契約保険料平準分割払特約」における「無事故返れい金」のことをいいます



9．無事故祝い金 ～金額・留意点～

支払方法 無事故祝い金の額

月払方式 ご契約時の分割保険料（1回分）

年払方式 ご契約時の分割保険料（1回分）の1/12 （円単位は四捨五入し10円単位とします）

無事故祝い金の額

留意点

無事故祝い金お支払い時に
他の「LEXUS CARD」での
利用代金がある場合

・無事故祝い金お支払い時に他の「LEXUS CARD」での利用代金がある
場合は、その利用代金に充当（相殺）
・他の「LEXUS CARD」での利用がない・利用代金が無事故祝い金より
少ない場合には、トヨタファイナンスよりカードお引落とし口座にお振込み

保険料に変更のある契約内容変更が
あった場合

・保険期間の中途で保険料に変更のある契約内容変更があった場合でも、
無事故祝い金の額は変わりません

カード退会等により、残保険料を一括
して払い込みいただいた場合

・保険期間中途にカード退会等により残保険料を一括して払い込みいただ
いた場合でも、保険期間中無事故であれば無事故祝い金のお支払い対象

カード退会等により「LEXUS 
CARD」を通じての返金ができない
場合

・カード退会等により「LEXUS CARD」を通じてのお支払いができない
場合には、満期月の翌月以降あいおいニッセイ同和損保より直接返金
・無事故祝い金お支払いの自動車保険変更届出書を作成し、
お客さまにお振込口座を確認



10．引き落としサイクル

【引落し開始月】

引落し
終了予定月

変更保険料
請求月

無事故
祝い金

カードを既にお持
ちの場合

保険料即時売上を
ご利用の場合※１ 運転分保険料

（タフ・つながる）
引落し額

2
日
払

月
払

始期月の
3か月後

始期月の
4か月後

初回のみ
2回分の
分割保険料

始期月の
4か月後

満期月の
2か月後

変更計上月の
3か月後

満期月の
3か月後

年
払

1回分の
分割
保険料

始期月の
15か月後※2

最終保険年度
始期応当月の

3か月後

変更計上月の
3か月後
請求・返還

17
日
払

月
払

始期月の
2か月後

始期月の
3か月後

初回のみ
2回分の
分割保険料

始期月の
3か月後

満期月の
1か月後

変更計上月の
2か月後

満期月の
2か月後

年
払

1回分の
分割
保険料

始期月の
14か月後※2

最終保険年度
始期応当月の

2か月後

変更計上月の
2か月後
請求・返還

カード支払型自動車保険は引落の開始が2～4か月後からスタートし、満期・解約後にも未払込み分保険
料の引き落としが継続します。お客さまへ保険料引落サイクルについて説明を実施してください

※1 保険料即時売上をご利用の場合でも、カード支払型自動車保険専用PDF帳票の計上が始期日の属する月の前月計上となった場合には、「LEXUS CARDを既にお持ちの場
合」と同様の払込期間・お引落とし額となります ※2毎月の運転分保険料を1年分まとめて引落とし



11．解約

■販売店さま・販売会社さまが受付する場合の流れ

01 DLWebオンラインで契約内容変更保険料を試算
02 自動車保険変更届出書を作成
03 変更届出書と同時に印刷される

「カード支払型自動車保険解約時のご注意」を
お客さまに手交・ご説明

04 解約お手続き

①お引落とし終了タイミング
②解約時追加・返還保険料

カード支払型自動車保険解約時のご注意チラシでの
お客さまへの説明事項



契約者とLEXUS CARD名義人が
異なる場合は、申込書に両名の署名が必要です
※かんたんモードの場合は両者立ち合いの元、
お手続きを実施

12.カード名義人が異なる際のお手続きの際の注意点

契約者 LEXUS CARD名義人

LEXUS CARD名義人（代理人）が
契約者の配偶者もしくは、同居の3親等以内の
親族（成年者）に限り、契約時・解約時の
代理人募集が可能

ご契約お手続き時 代理人お手続き時

LEXUS CARD名義人（代理人）

※変更手続きについてはカード名義人以外でも可能 ※その他は代理人手続きルールに準じます

契約者の配偶者もしくは
同居の3親等以内の親族



13. カード支払型自動車保険契約時の重要ポイント

POINT

1

POINT

2

カード支払型自動車保険契約時に必ず
LEXUS CARDのオーソリを取得する

契約者とカード名義人が異なる場合、
契約お手続きは契約者、カード名義人が
同席した状態で実施してください
※契約お手続きの代理人手続きはカード名義人に限ります
※変更手続きの代理人は手続きはカード名義人以外でも可能



お得で便利な

カード支払型自動車保険の推進を

何卒よろしくお願いいたします

確認ミニテストはコチラ

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VEVZi81pYkWlwsPdLp3MRvByRLpMtSxBm8myNYrRFCBUNFVMMFpBVEtRN081WFNMNEpFVlFWTlc3TC4u

